
有田川町

奨学金返還
助成事業

有田川町では、町内に在住する若者を応援するため、
奨学金返還にかかる費用の一部を助成します！

～がんばるあなたの夢を、
町が応援します～

助成期間

大学、短大、専門学校などへ
進学し、貸与型の奨学金を受
けていた方

令和８年度末で３０歳未満の方

有田川町内に定住している方

町税等に滞納がない方

助成内容

１万円／月 を 助成

年間最大

１２万円
（令和８年度は９万円）

奨学金の返還額のうち

対象となる方

返還をがんばる若者の生活を、
町がしっかりサポートします！

５年間
（ただし、満29歳になる年度まで）

「有田川町で働きたい！」
「ふるさとに戻りたい！」そんな思いを全力で応援します！

有田川町役場 企画調整課

〒643-0021
有田郡有田川町下津野2018-4
有田川町役場吉備庁舎４F

0737-22-3293（直通）

詳しくは町ホームページ
をご覧ください

令和８年４月１日以降に奨学金
を返還

他制度による助成を受けていな
い

暴力団関係者ではない
お問い合わせ


